
児童手当･特例給付 額改定認定請求書
認定番号 確 認 入 力

受付番号

受
給
者(

保
護
者)

ふりがな 生
年
月
日

昭 和

年 月 日

平 成
加
入
し
て
い
る

年
金
の
種
別

□ 厚生年金

※以下の共済組合に加入している場合は括弧内に○を記入してください。

（ ）私立学校教員共済

（ ）国家公務員共済 → 受給者の健康保険証の写しを添付してください。

（ ）地方公務員共済 → 受給者の健康保険証の写しを添付してください。

□ 国民年金

□ その他（ ）

氏 名

住所地

和光市 電
話
番
号

（ ）

増
額
又
は
減
額
の
原
因
と
な
る
児
童

ふりがな

続柄 生年月日
同居

別居

海外留学してい

る場合の出国年

月

住所

（別居の場合のみ記入）
監護 生計 ３歳未満

３歳以上

小学生
中学生

氏名

平成/令和 年 月 日

同居

・

別居

年 月
有

無

同一

維持

平成/令和 年 月 日

同居

・

別居

年 月
有

無

同一

維持

増額又は減額の別 増額 / 減額
事由発生年月日

（出生日や転入日等）
令和 年 月 日

中学生 人 ,000円

３歳から小学生
人

（うち３人目 人）
,000 円

増額の理由 □ 出生 □ その他（ ）
3歳未満 人 ,000円

合 計 人 ,000円

減額の理由

該当する番号を

○で囲んでください。

1. 死亡した

2. 監護しなくなった

3. 生計を同じくしなくなった

4. 生計を維持しなくなった

5. 日本国内に住所を有しなくなった（留学

を理由とするものを除く）

6. 未成年後見人でなくなった

7. 父母指定者でなくなった

（児童の生計を維持する父母等の帰国）

8. 里親等への委託又は児童福祉施設等への入所も

しくは入院

9. 児童と同居しなくなった

（単身赴任の場合を除く）

10. その他

（ ）

区 分 児童手当 ・ 特例給付

支給開始月 令和 年 月

認定年月日 令和 年 月 日

15日経過説明済み
◎裏面の記入例をご覧の上、太枠内を記入してください。



児童手当･特例給付 額改定認定請求書
個人番号 確 認 入 力

受付番号

受
給
者(

保
護
者)

ふりがな わこう たろう 生
年
月
日

昭 和

●年 ●月 ●日

平 成

加
入
し
て
い
る

年
金
の
種
別

□ 厚生年金

※以下の共済組合に加入している場合は括弧内に○を記入してください。

（ ）私立学校教員共済

（ ）国家公務員共済 → 受給者の健康保険証の写しを添付してください。

（ ）地方公務員共済 → 受給者の健康保険証の写しを添付してください。

□ 国民年金

□ その他（ ）

氏 名 和光 太朗

現住所

和光市

広沢 1-5
電
話
番
号

123（ 456 ）7890

増
額
又
は
減
額
の
原
因
と
な
る
児
童

ふりがな
続柄 生年月日

同居

別居

海外留学している場

合の出国年月

住所

（別居の場合のみ記入）
監護 生計 ３歳未満

３歳以上

小学生
中学生

氏名
わこう さくら

子 平成/令和 ●年 ●月 ●日

同居

・

別居
年 月 有

無

同一

維持和光 桜

平成/令和 年 月 日

同居

・

別居

年 月
有

無

同一

維持

増額又は減額の別 増額 / 減額 事由発生年月日

（出生日や転入日等）
令和 ●年 ●月 ●日

～３歳 人 ,000円

３歳から小学生
人

（うち３人目 人）
,000 円

増額の理由 □ 出生 □ その他（ ）
中学生 人 ,000円

合 計 人 ,000円

減額の理由

該当する番号を

○で囲んでください。

1. 死亡した

2. 監護しなくなった

3. 生計を同じくしなくなった

4. 生計を維持しなくなった

5. 日本国内に住所を有しなくなった（留学

を理由とするものを除く）

6. 未成年後見人でなくなった

7. 父母指定者でなくなった

（児童の生計を維持する父母等の帰国）

8. 里親等への委託又は児童福祉施設等への入所も

しくは入院

9. 児童と同居しなくなった

（単身赴任の場合を除く）

10. その他

（ ）

区 分 児童手当 ・ 特例給付

支給開始月 令和 年 月

認定年月日 令和 年 月 日

15日経過説明済み

記入例

監護
「有」…お子様を養育（保護監督）している

「無」…お子様を養育（保護監督）していない

生計
「同一」…児童の父母・未成年後見人・父母指定者であり

児童と生計を同じくしている

「維持」…児童が実子でない場合（祖父母や里親等）で

児童の生計を維持している




